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休業中の NHK 放送受信料の取り扱いについて 

平素より当協会の事業にご理解・ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。 

日本放送協会より、休業中の取り扱いについて説明がなされましたのでご報告致します。 

 

 
 

 

 

● 休業（一部施設の閉鎖を含む）の対象期間について 

         連続した 1 ヶ月以上の休業期間が対象となります。 

 

[ 休業対象になる例 ]  

例 1 ・・・ 5 月 1 日～5 月 31 日まで休業 → 1 ヶ月分が休業対象 

例 2 ・・・ 4 月 20 日～5 月 25 日まで休業 → 1 ヶ月分が休業対象 

 

[ 休業対象にならない例 ] 

例 1 ・・・ 4 月 20 日～4 月 30 日まで休業をし、5 月 1 日～5 月 10 日は営業、 

その後、5 月 31 日まで休業 → 連続していないため休業対象外 

例 2 ・・・ 4 月 20 日～5 月 6 日 → 1 ヶ月未満のため休業対象外 

 

   〇一部施設の閉鎖について〇 

   連続した 1 ヶ月以上の休業期間が対象となります。 

   例  ABC ホテル 100 室、テレビ設置台数 100 台 

       4 月 20 日～5 月 25 日は 40 室（40 台）で営業、残り 60 室（60 台）は営業停止。 

       60 室（60 台）が 1 ヶ月以上の休業期間の対象となるので、 

1、 4 月 20 日～5 月 25 日  100 台 → 40 台 に台数契約変更 

2、 5 月 26 日の営業再開日  40 台 → 100 台 に台数契約変更 

以上 2 点のお手続きが必要となります。 

    

● 休業（一部施設の閉鎖を含む）、廃業の手続き書類、精算方法について 

休業の対象となる場合、廃業の場合は NHK へ書類の提出が必要となります。 

また、休業、廃業に伴う精算方法につきましても現地窓口へお問い合わせください。 

詳しくは NHK 現地営業窓口へお問い合わせください。 

休業につきましては、下記いずれもNHK 現地営業窓口にて対応をしております。 

大変お手数をおかけ致しますが、ご確認の上ご連絡をお願い申し上げます。 


